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都道府県労働局長殿

基監発 0311第 5号

平成 23年 3月 11日

厚生労働省労働基準局監督課長

(契印省略)

「中小企業における労働条件の確保久改善に関する公正取引

委員会・経済産業省との通報制度等の運用について」及び「建

設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通

報制度等の運用について」の一部改正について

下請取引の適正化のための公正取引委員会及び経済産業省並びに国土交通省

との通報制度等の運用については、平成 20年 12月1日付け基監発 1202001号

「中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業

省との通報制度等の運用について」及び平成 21年 2月 16日付け基監発第

0216001号「建設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通報制

度等の運用について」仁より指示しているところであるが、今般、事務の簡素

化に資するよう、これらの一部を下記のとおり改正することとしたので、了知

されたい。

記

1 平成 20年 12月 1日付け基監発 1202001号「中小企業における労働条件の

確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等の運用につ

いてj

(1) 記の4 (2)の「四半期ごとに翌月 20日」を「各年ごとに翌年 1月20日」

に改める。

(2) 別添4の様式を別紙1の様式に改める。

2 平成 21年 2月 16日付け基監発第 0216001号「建設労働者の労働条件の確

保・改善に関する国土交通省との通報制度等の運用について」

(1) 記の4 (2)の「四半期ごとに翌月初日」を「各年ごとに翌年1月20日」

に改める。

(2) 別添4の様式を別紙2の様式に改める。

3 上記 1、2については、平成23年 1年間分(報告期限は平成 24年1月 20

日となる。)の件数の報告から適用することとする。



厚生労働省労働基準局監督課長殿
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番 号

平成年月日

00労働局労働基準部長

中市企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会

.経済産業省との通報制度等に係る報告について

下請法に係るパンフレット等を配付した事業場数、下請法第4条違反のおそ

れがあり相談窓口を教示した件数等について、平成 年 lJlから 12月分を下

記のとおり報告します。

記

[平成 年分]

1 下請法に係る 2 教示件数

パンフレット等 ア下請法第4条 イ 左記ア以外の

を配付した事業 違反のおそれが 一場合で、事業者

場数 あり相談窓口を の意向等により

教示した件数 相談窓口を教示 合計

(労働基準法第24 した件数

条等の違反の有

無は問わない)

事業場 件 件 件

※ 下請事業者にパンフレット等の配布により相談窓口を教示した場合は、 1、

2のいずれにも計上すること。
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平成年月日

厚生労働省労働基準局監督課長殿

00労働局労働基準部長

建設労働者における労働条件の確保・改善に関する国土交通省

どの通報制度等に係る報告について

建設業法に係るリーフレットを配付した事業場数、建設業法第 19条の 3等の

一違反のおそれがあり相談窓口を教示した件数等について、平成 年 1月から

12月分を下記のとおり報告します。

記

[平成 年分]

1 建設業法に係 2 教示件数

るリーフレット ア建設業法第 19 イ 上記ア以外の

を配付した事業 条の 3等違反の 場合で、業者の

場数 おそれがあり相 意向等により相

談窓口を教示し 談窓口を教示し
ぷE泳3三ロムl 

た件数 た件数

(労働基準法第24

条等の違反の有

無は問わなし、)

事業場。 千平 件 件

1'--' 

※ 下請業者にリーフレットの配布により相談窓口を教示した場合は、 1、2

のいずれにも計上すること。


	平成２２年７月２７日付け基監発０７２７第２号.pdf
	平成２２年９月１日付け基発０９０１第３号
	平成２２年９月１日付け基発０９０１第４号
	平成２３年１月１３日付け基監発０１１３第１号
	平成２３年３月１１日付け基監発０３１１第５号



